
一

第
二

十

九
号
議
案
　
東
京
都
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
二
十
九
号
議
案

東
京
都
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
第
三
十
条
の
四
十
第
二
項
」
の
下
に
「
（
同
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五

年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
令
和
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
条
例
の
公
布
の
日
（
以
下
「
公
布
日
」
と
い
う
。
）
の

い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

令
和
五
年
改
正
法
の
施
行
の
日
が
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素

化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
十
号
に
規
定
す
る
日
又
は
公
布
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
後
と
な
る
場
合
に
は
、
同
日
か
ら
令
和
五
年
改
正
法
の
施
行

の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
情
報
公
開
条
例
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
第
三
十
条
の
四
十
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
条
の
四
十
第
二
項
（
同
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
」
と
す
る
。
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二

（
提
案
理
由
）

　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手

続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）
等
の
施
行
に
よ
る
住
民
基
本

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
東
京
都
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
の
審
議
事
項
に
附
票
本
人
確
認
情
報

の
保
護
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
。


